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　法務省より公布された戸籍法の一部を改正する法律に基づき戸籍情報システムを改修する

会　社　名 順
位

３.
業務委託

第１回 第３回

順
位

金　額
順
位

2

富士フイルムシステムサービス株式会
社　公共事業本部　東北支店

3

令和５年度　戸籍情報システム改修作業委託業務

契 約 内 容
１.
２.

６. 富士フイルムシステムサービス株式会社　公共事業本部　東北支店
宮城県　仙台市宮城野区　鉄砲町西１番地１４

９.

履行場所
業務種別
業務概要

５.契約金額 3,212,000 円（税込み）
令 和 6 年 3 月 31 日

４.履行期間

もの。

７.契約先住所
８.指名理由 　本業務は、法務省より発出された「戸籍副本データ管理システムに係る戸籍情報システム

要件定義書」、「戸籍情報システム標準仕様書」及び戸籍情報連携システムとの連携に係る
「戸籍情報連携システム外部インターフェイス仕様書」に対応するために必要なシステム開
発を行い、本市の戸籍情報システムに適用する作業を行うものである。
　本市の戸籍情報システムは、内申業者が構築したものであることから、同者以外の者では

１.
旧食堂（議会棟１階）

予定価格

令和 6年 3月18日　　午前11時35分

5

円（税抜き）
見積徴取場所

2,920,000
２.
３.

金　額
備　　考

第２回

契約方法 随意契約

見積日時

契約先

¥2,920,000

岩沼市桜一丁目６番２０号　地内

令 和 6 年 3 月 25 日

番
号

見 積 結 果

件 名

税抜　単位：（円）

金　額

決定1

4

発注担当課：市民経済部　市民・税務課

　以上のことから、根拠法令に基づき、１者の見積りによる随意契約とする。
適正な履行が確保できないおそれがある。
責任区分が不明確になり、又は障害発生時の原因究明、障害対応等の対処が困難になるなど、


